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〈問い合せ・申込先〉高齢障害課（☎ 82・1170）
　　　　　　　　　 山口県障害者スポーツ大会課（☎ 083・933・4805）

　第 11 回キラリンピックと全国障害者
スポーツ大会派遣選手選考会も兼ねて
います。

◦個人競技
陸上競技，水泳，アーチェリー，卓球，
サウンドテーブルテニス，フライン
グディスク，ボウリング

◦団体競技
バスケットボール，車椅子バスケッ
トボール，ソフトボール，グランド
ソフトボール，バレーボール，サッ
カー，フットベースボール

※障がいの内容により参加できる競技
種目の規定がありますので，詳しく
はお問い合わせください。

◎申込期限　1 月 13 日㈭
◎申込方法　申込先に備え付けの申込

用紙に必要事項を記入し提出
※団体競技の申込みについては，山口

県障害者スポーツ大会課にお問い合
わせください。

◎参加資格
平成 23 年 4 月 1 日現在 13 歳以上
で，①身体障害者手帳，②療育手帳，
③精神障害者保健福祉手帳のいずれ
かの交付を受け（②③に準ずる障が
いのある人を含む），競技に支障のあ
る疾患を有しない人

◎とき　5 月 22 日㈰
※団体競技の一部は 5 月 21 日㈯から

開催します。
◎ところ

維新百年記念公園陸上競技場，山口
きらら博記念公園水泳プールほか

◎種目

〈問い合せ先〉消費生活相談窓口（生活安全課内　☎ 82・1133）

＜相談＞
「解約したいけど応じてくれない」と
いうときは？
エステティックサロンで契約したが，
体調診断等ないまま施術されて皮下
出血を起こした。それを理由に解約
を申し出たが応じてもらえない。ど
うしたらよいか。

＜対応＞
契約約款の解約条項に従って処理を
進めます。しかし，明らかに約款が
消費者に不利な条件の場合がありま
すので，そのときは法律専門家の判
断が必要となります。

◉消費生活相談事例をご紹介します

　すべての契約においていえること
ですが，まず契約する前に契約書を
よく確認し，慎重に契約を行ってく
ださい。なお，本市において，毎月
第 4 水曜日に消費生活に関わる無料
法律相談を実施しています。予約制
となっていますので，まずはご連絡
ください。
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弁護士による消費生活相談日

12 月 22 日㈬，1 月 26 日㈬
  2 月 23 日㈬，3 月 23 日㈬


